
　

 確認を行う住宅の種類  全ての住宅

 確認を行う区域  新潟県全域
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 実施する住宅性能評価の種類

 設計住宅性能評価

 建設住宅性能評価（新築住宅）

 建設住宅性能評価（既存住宅）

 住宅性能評価を行う住宅の種類  全ての住宅

 住宅性能評価を行う区域  新潟県全域

 登録住宅性能評価機関の名称  一般財団法人にいがた住宅センター

 代表者の氏名  髙木　実

 主たる事務所の所在地及び電話番号

 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名  野呂　栄一

 登録を行った(指定を受けた)年月日  平成22年 10月 ３日

 新潟市中央区新光町15番地２

 電話番号 025(283)0851

 登録の区分

 法第七条第二項第一号から第三号に掲げる住宅

 の種類に係る施行規則第九条第一号から第三号

 までに定める区分

 登録番号  北陸地方整備局長第１号

 登録の有効期間  令和２年10月３日から令和７年10月２日まで

一般財団法人にいがた住宅センター住宅性能評価業務に関する情報開示

令和５年８月１日現在

 これまでの評価実績  別掲参照

 登録を行っている評価員の人数 13人


